
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
成
26
年
度 

第
3
回 

吹
田
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会 

保
険
料
の
上
限
の
引
上
げ
と 

中
低
所
得
者
の
保
険
料
据
え
置
き
の
方
針 

吹
田
市
役
所
全
員
協
議
会
室
で
第
3
回
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
が
1
月
22
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。
傍
聴
者
は
8
名
で
民
商

か
ら
は
3
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
今
回
の
協
議
会
で
は
、
吹
田
市

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
と
し
て
、
国
民
健
康
保

険
料
の
賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
と
軽
減
判
定
所
得
の
見
直
し
の
2

点
と
来
年
度
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て

の
財
源
確
保
策
が
諮
問
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
諮
問
は
継
続
審

議
と
さ
れ
1
月
28
日
に
行
な
わ
れ
る
運
営
協
議
会
で
答
申
が
出

さ
れ
る
予
定
で
す
。 

 

中
低
所
得
者
の
保
険
料
は
据
え
置
き 

 

単
年
度
赤
字
解
消
計
画
の
4
年
目
と
な
る
来
年
度
の
保
険
料
は
、

賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
に
よ
り
財
源
が
確
保
さ
れ
る
と
し
て
、
中

低
所
得
者
の
保
険
料
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
諮
問
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
一
部
の
委
員
か
ら
保
険
料
を
引
き
下
げ
ず
に
、
累
積
赤
字

に
充
当
す
べ
き
と
の
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
保
加
入
者
の

被
保
険
者
代
表
委
員
か
ら
は
、
国
庫
支
出
金
が
削
減
さ
れ
、
国
保

加
入
者
や
他
の
健
康
保
険
組
合
に
負
担
さ
せ
て
い
る
国
の
方
針
が

問
題
で
あ
り
、
自
治
体
と
し
て
は
市
民
の
生
活
を
守
る
た
め
、
市

の
一
般
財
政
か
ら
の
繰
入
が
減
ら
し
て
き
た
こ
と
を
改
善
す
る
べ

き
と
の
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

保
険
料
の
上
限
は
4
万
円
引
上
げ
の
方
針 

 

今
回
、
保
険
料
の
上
限
と
な
る
賦
課
限
度
額
は
医
療
分
、
支
援

分
、
介
護
分
の
総
額
を
81
万
円
か
ら
85
万
円
に
4
万
円
引
き
上

げ
る
こ
と
が
諮
問
さ
れ
ま
し
た
。 

賦
課
限
度
額
引
上
げ
の
内
訳 

医
療
分  

 
 

51
万
円
→
52
万
円 

後
期
高
齢
者
医
療
支
援
金
等 

16
万
円
→
17
万
円 

介
護
納
付
金 

 
 

14
万
円
→
16
万
円 

合
計 

 
 

 

81
万
円
→
85
万
円 

 

保
険
料
軽
減
世
帯
は
対
象
を
拡
大 

一
定
所
得
以
下
の
世
帯
の
保
険
料
を
算
定
か
ら
一
定
割
合
を
引

き
下
げ
る
軽
減
措
置
で
は
、
5
割
軽
減
と
2
割
軽
減
の
判
定
基
準

を
引
き
上
げ
て
、
対
象
と
な
る
世
帯
を
広
げ
る
こ
と
が
諮
問
さ
れ

ま
し
た
。 

保
険
料
軽
減
基
準
の
改
定
の
詳
細 

7
割
軽
減 

現
行
ど
お
り 

世
帯
主
と
被
保
険
者
の
合
計
所
得
33
万
円
以
下 

5
割
軽
減 

〈
現
行
〉
世
帯
主
と
被
保
険
者
の
所
得
合
計
が 

基
礎
控
除
額
（
33
万
円
） 

＋ 

24
万
5
千
円×

（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）
以
下 

〈
改
正
案
〉
世
帯
主
と
被
保
険
者
の
所
得
合
計
が 

基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）
＋ 

26
万
円×

（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）
以
下 

2
割
軽
減 

〈
現
行
〉
世
帯
主
と
被
保
険
者
の
所
得
合
計
が 

基
礎
控
除
額
（
33
万
円
） 

＋ 

45
万
円×
（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）
以
下 

〈
改
正
案
〉
世
帯
主
と
被
保
険
者
の
所
得
合
計
が 

基
礎
控
除
額
（
33
万
円
） 

＋ 

47
万
円×

（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）
以
下 

（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は
） 

同
一
世
帯
に
所
属
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者 

 


